
（参考条文）

○農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (抜粋)

(昭和二十五年法律第百七十五号)

（定義等）

(略）第二条

２ (略）

３ この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、次

に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。

一 品位、成分、性能その他の品質についての基準（次号及び第三号に掲げるものを除

く ）。

二 生産の方法についての基準

三 流通の方法についての基準

４，５ （略）

（指定農林物資に係る名称の表示）

何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定めら第十九条の十五

れている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格

において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用

いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがある

ため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で

指定するもの（以下「指定農林物資」という ）については、当該指定農林物資又はそ。

の包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場

合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。

２ 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規

格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

３ （略）

（名称の表示の除去命令等）

農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る第十九条の十六

日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは

抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列

を禁止することができる。



○農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令 (抜粋)

（昭和二十六年八月三十一日政令第二百九十一号）

（名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資）

法第十九条の十五第一項 の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当す第十条

る飲食料品とする。

一 当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前（多年生の植物から収穫

されるものにあつては、その収穫の三年前）から当該農産物の収穫に至るまでの間、

化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材（使用することがやむを得ないもの

。 「 」 。）として農林水産大臣が定めるものを除く 以下この号において 化学農薬等 という

を使用しないほ場（当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等

を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しない

ことが確実であると見込まれるものを含む ）において収穫された農産物（農林水産。

大臣が定める基準に適合するものに限る ）。

二 専ら前号に掲げる農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品（農

林水産大臣が定める基準に適合するものに限る ）。

○有機農産物の日本農林規格 (抜粋)

（平成１７年１０月２７日農林水産省告示第１６０５号）

（有機農産物の名称の表示）

第５条 有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。

（１ 「有機農産物」）

（２ 「有機栽培農産物」）

（３ 「有機農産物○○」又は「○○（有機農産物 」） ）

（４ 「有機栽培農産物○○」又は「○○（有機栽培農産物 」） ）

（５ 「有機栽培○○」又は「○○（有機栽培 」） ）

（６ 「有機○○」又は「○○（有機 」） ）

（７ 「オーガニック○○」又は「○○（オーガニック 」） ）

（注 「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。）

２～３ （略）



○行政手続法 （抜粋）

（平成五年十一月十二日法律第八十八号）

（不利益処分をしようとする場合の手続）

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この第十三条

章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号

に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処

分をしようとするとき。

ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて

人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除

名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

２ （略）

（弁明の機会の付与の方式）

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面第二十九条

（以下「弁明書」という ）を提出してするものとする。。

２ 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

（弁明の機会の付与の通知の方式）

行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、第三十条

その日時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次

に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その

旨並びに出頭すべき日時及び場所）


